
千葉市蘇我スポーツ公園スケートパーク等の管理に関する基本協定書

千葉市（以下「甲」 という。 ） とSSPUNITED(以下「乙」 という。 ） とは、甲の設置
する公の施設である千葉市蘇我スポーツ公園スケートパーク等の管理に関し次のとおり協定を締結
する。

第1章総則

（趣旨）

第1条この協定は、千葉市都市公園条例（昭和34年千葉市条例第20号。以下「設置管理条例」
という。 ）第32条第4項の規定により地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2

第3項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」 という｡､ ）に指定された乙が行う千葉市蘇我
r

スポーツ公園スケートパーク等（以下「管理施設等」 という。 ）の管理に関し必要な事項を定め
るものとする。

（協定の意義）

第2条この協定において乙が遵守すべき事項として定められたものは、設置管理条例第33条の
「市長の定めるところ」 として位置づけられるものとする。

’
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(定義）

第3条この協定において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこるによ
る。 ＝~′

（1）指定期間乙に管理施設等の管理を行わせる期間として甲が定めたものをいう。

（2）関係法令等地方自治法、都市公園法（昭和31年法律第79号） 、消防法（昭和23年法

律第186号） 、労働基準法（昭和22年法律第49号） 、最低賃金法（昭和34年法律第1
37号）その他の乙が行う管理の業務（以下「管理業務」 という。 ）に関係する法令、設置管
理条例その他の条例及び条例に基づく規則その他の規程をいう。

（3）千葉市蘇我スポーツ公園千葉市蘇我球技場条例に規定する蘇我球技場及び設置管理条例第
7条第1項に規定する千葉市蘇我スポーツ公園多目的広場、千葉市蘇我スポーツ公園庭球場、

千葉市蘇我スポーツ公園第1多目的グラウンド、千葉市蘇我スポーツ公園第2多目的グラウン
ド、千葉市蘇我スポーツ公園円形野球場、千葉市蘇我スポーツ公園第3多目的グラウンド、千

葉市蘇我スポーツ公園スケートパーク、千葉市蘇我スポーツ公園第1駐車場、第2駐車場、第
3駐車場第4駐車場及び同条例第7条第2項に規定する千葉市蘇我スポーツ公園のうち市長
が指定する区域をあわせたものをいう。

（4）指定管理区域別紙｢指定管理区域図｣に示された千葉市蘇我スポーツ公園スケートパーク、
千葉市蘇我スポーツ公園第4駐車場及び市長が指定する区域をあわせたものをいう。

（5）募集関係図書甲が管理施設等の指定管理者の選定に際して公表し、又は配布した募集要項
その他の書類（この協定書の案を除く。 ）の一切をいう。 、

（6）管理運営の基準募集関係図書のうち千葉市蘇我スポーツ公園スケートパーク等指定管理者
管理運営の基準をいう。

（7）提案書類乙が管理施設等の指定管理者の公募手続において甲に提出した有料公園施設等指
定管理者指定申請書及びその添付書類その他の一切の申請書類並びにこの協定の締結までの間
に乙が甲に提出した一切の書類をいう。

（8）ネーミングライツ 有料公園施設等の名称に、スポンサー企業の社名やブランド名を呼称
として付与する施設命名権等をいう。

（9） 自主事業乙が管理施設等を利用して、 自らの企画による事業を実施し、又は第三者にこれ

を行わせて、当該事業に係る利用者等又は当該第三者から利用料金その他の料金を徴収し、 自
己の収入とする場合の当該事業をいう。
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(10)保有文書乙の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管
理人を含む。以下同じ。 ）又は従業員が管理施設等の管理に関して作成し、又は取得した文書、

図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られた記録をいう。 ）であって、乙の役員又は従業員が組織的に用いるものとし

て乙が保有しているもの（新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的とし

て発行されるものを除く。 ）をいう。

(11）市の休日千葉市の休日を定める条例（平成元年千葉市条例第1号）第1条第1項に規定す

÷る市の休日をいう。
(12）指定管理料管理業務（自主事業の実施に関する業務及びこれに付帯する業務を除く。 ）の

遂行の対価をいう。

(13）不可抗力甲及び乙のいずれの責めにも帰することができない暴風、豪雨、落雷、洪水、地

震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、戦争、第三者による不法行為その他自然的又は人為的

な現象で通常の予測を超えるもの及びこれらの影響によって生じた交通手段の断絶、公共イン

フラの遮断等の事態が継続した状態をいう。

(14）法令の変更法令（条例及び条例に基づく規則を含む。 ）の制定及び改廃をいう。

． （適用関係）

第4条甲及び乙は、募集関係図書及び提案書類に記載された事項がこの協定の一部を構成するも

のとし、甲及び乙を拘束することを確認する。ただし、この協定に特別の定めがある場合を除き、

募集関係図書と提案書類の内容が矛盾抵触する場合には、募集関係図書が優先して適用されるも
のとし、この協定の規定と募集関係図書又は提案書類の内容が矛盾抵触する場合には、この協定

~-の規定が優先して適用されるものとする。 ‐

（管理施設等）

第5条管理施設等は、別記第1、千葉市蘇我スポーツ公園スケートパーク等指定管理区域図及び

千葉市蘇我スポーツ公園スケートパーク及び第4駐車場位置図に定めるとおりとする。

（指定期間） ’

第6条指定期間は､令和4年4月1日から令和7年3月31日までであることを確認する。
／

第2章管理業務の範囲、管理の基準等

（管理業務の範囲及び実施条件）

第7条管理業務の範囲は、次のとおりとする。

（1）設置管理条例第10条第1号に規定する管理施設等の使用の許可に関する業務及び第12条

に規定する使用の制限等に関する業務(以下｢使用許可業務」 と総称する。 ）
（2）設置管理条例第8条第2号及び第3号に規定する管理施設等の維持管理に関する業務（以下

「維持管理業務｣ という。 ）

（3）設置管理条例第8条第4号に規定する管理施設等の利用又は制限に関する業務（以下「利用
又は制限に関する業務」 という。 ）

（4） 自主事業の実施に関する業務
（5）前4号に掲げる業務に付帯する業務

2管理業務の細目及び乙が管理業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、 この

協定に定めるもののほか、管理運営の基準又は提案書類に記載された条件の水準が管理運営の基

準に定める条件の水準を上回る場合における当該上回る部分(以下｢管理運営の基準等」という。）

に定めるとおりとする。
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（関係法令等の遵守）

第8条乙は、関係法令等に従って、管理業務を実施しなければならない。



(秘密の保持）

第9条乙は、乙の役員若しくは管理業務に従事する従業員又はこれらの者であった者が、管理業
務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用しないよう必要な措置を講じなけ
ればならない。

2 乙は、管理業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託する場合には、当該
第三者に対しても前項に規定する秘密の保持に関する措置を義務づけるものとする。

(個人情報の保護）

第10条乙は､管理業務に関して保有する個人情報について､千葉市指定管理者等個人情報保護
規程（以下この条において「個人情報保護規程」 という。 ）及び千葉市指定管理者等及び出資等
法人個人情報保護事務処理要領（以下この条において「個人情報保護事務処理要領」 という。 ）
並びに別記「指定管理者個人情報取扱特記事項」 （以下この条において「個人情報取扱特記事項」
という。 ）の規定に従い、次に掲げる措置を講ずるものとする。
（1）個人情報を適切に取り扱うこと。

（2）個人情報の開示、訂正及び利用停止の申出を受けて決定等を行うこと。
（3）前号の決定等に対する異議申出を受けて再決定をすること。
（4）前各号に掲げるもののほか､個人情報保護規程及び個人情報保護事務処理要領並びに個人情
報取扱特記事項において指定管理者が行うべきものとされていること。

（暴力団の排除）

第11条乙は、千葉市暴力団排除条例（平成24年千葉市条例第36号。以下「暴力団排除条例」
という。 ）第3条に規定する暴力団（暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団をいう。以
下同じ。 ）の排除についての基本理念にのっとり、次に掲げる措置を講じなければならない。
（1）管理業務に関し、暴力団の排除に取り組むとともに、甲が実施する暴力団の排除に関する施
）策に協力すること。

（2）管理業務の遂行に当たり、暴力団又は暴力団員等（暴力団排除条例第2条第3号に規定する
暴力団員等をいう。以下同じ。 ）による不当な要求があった場合には、遅滞なく甲に報告する
とともに、所轄の警察署に届け出ること。

（3）管理業務に関し、暴力団の排除に資すると認められる事情を知ったときは、甲に対し、当該
情報を提供すること。

(情報の公開）

第12条乙は、管理業務に関して保有する情報の公開について、千葉市○○センター指定管理者
情報公開規程準則及び千葉市○○センター指定管理者情報公開事務処理要領準則の規定の例によ
り自ら情報の公開に関する規程を作成して、次に掲げる措置を講ずるものとする。
（1）開示の申出を受けて保有文書を開示すること。
（2）保有文書の開示決定等に対する異議申出を受けて再決定をすること。
（3）保有文書を適正に管理すること。
（､4）情報提供施策を充実すること。

（文書管理規程の作成） －

第13条乙は、保有文書を適正に管理するため、指定期間の初日までに、保有文書の文書管理規
程（保有文書の分類、作成、保存、廃棄及び引継ぎに関する基準その他の保有文書の管理に関し
て必要な事項を定める規程をいう6以下同じ。 ）を作成して、甲の確認を受けなければならない。
この場合において、管理業務の経理に関する保有文書については、事業年度終了後5年を下回ら
ない期間保存することとしなければならない。

(善管注意義務）
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（近隣への配慮等）

第20条乙は、指定期間中、 自己の費用及び責任において、管理業務を実施するために合理的に

要求される範囲内で周辺の生活環境に配慮するものとする。

（緊急時の対応等）

第21条乙は、管理施設等又は管理施設等の利用者等に災害又は事故があったときは、迅速かつ

適切な対応を行うとともに、速やかに甲に報告して、その指示に従うもの'とする。

2 乙は、管理施設等を含む千葉市蘇我スポーツ公園が、本市において災害が発生した際に現地対

策本部、物資の備蓄箇所、物資の集積所、救護医療スペース等の救援、復旧等の拠点としての役

割を担う可能性があることを了解するとともに、災害が発生した場合においては、甲の求めると

ころに従い、管理施設等が当該役割を果たす上で必要な一切の行為に協力するほか、平時におい

ては、当該役割を担うための防災機能の維持その他の準備に協力するものとする。

3 乙は、千葉市蘇我スポーツ公園が千葉市地域防災計画上の広域防災拠点に指定されていること

を十分に認識し、会議や訓練等に参加するとともに､災害が発生した場合においては、甲の求め

るところに従い、協力業務を行うものとする。

4 乙は、バックヤードに設置される（仮称）中央防災備蓄倉庫を管理する甲の担当部局と、資機

材の搬出入や鍵の管理等について協議を行うものとする。甲は、平時における資機材等の搬出入

について、乙に対し事前に通知し、了承を得るものとする。

（付保)

第22条乙は、 自己の費用及び責任において管理業務に係る損害保険契約を締結するものとし、

指定期間中、当該保険契約を維持するもめとする。

2 乙は、指定期間の初日までに、甲に対し、前項の損害保険契約の保険証券その他その内容

を証する書面の原本を提示した上で、その写しを提出しなければならない。損害保険契約を更新

し、又は変更した場合も、同様とする。

第3章事業計画及び事業報告

（事業計画）

第23条乙は、毎事業年度（指定期間における最終の事業年度を除く。 ）の9月10日 （その日

が市の休日に当たるときは、その日後の市の休日でない日とする。 ）までに翌事業年度の管理業

務に係る次に掲げる事項を記載した次年度事業計画書（別記第2）に当該管理業務に関する収支

予算見積書（様式第1号）を添付して甲に提出するものとする。

（1）管理業務の実施体制に関すること。

（2）管理施設等の維持管理に関する計画、 自主事業の実施に関する計画その他管理業務の実施計

画に関すること。

（3）第44条第2号に規定する利用者へのアンケート調査の実施方法、質問内容等の実施計画に

関すること。

（4）前3号に掲げる事項のほか、甲が指定する事項

2 乙は、指定期間初日の直前及び毎事業年度（指定期間における最終の事業年度を除く。 ）の3

月25日 （その日が市の休日に当たるときは、その日後の市の休日でない日とする。 ）までIご

翌事業年度の管理業務に係る前項各号に掲げる事項を記載した事業計画書（別記第3）に当該管

理業務に係る収支予算書（様式第2号）を添付して甲に提出して、その承認を得るものとする。

3前項の事業計画書は、指定期間前に甲に提出する場合を除き、第1項の次年度事業計画書の内

容を踏まえて記載するものとする。

4次年度事業計画書及び事業計画書は、関係法令及び管理運営の基準、提案書類等に記載された

内容に規定する基準に適合するものとしなければならない。

5 乙は、第2項の事業計画書（収支予算書を含む。 ）の内容を変更しようとするときは、あらか

（

…



じめ、変更しようとする内容を示した書面を甲に提出して、その承認を得なければならない。

（事業報告）

第24条乙は、次に掲げる事項（以下この条において「報告事項」 という。 ）を日報として記録
するとともに、毎月10日 （その日が市の休日に当たるときは、その日後の市の休日でない日と
する。 ）までに前月の管理業務に係る報告事項を記載した月次事業報告書（別記第4）を甲に提
出するものとする。

い）管理業務の実施状況に関する事項

（2）管理施設等の利用状況に関する事項

（3）利用料金その他の収入の状況に関する事項

（4）管理業務の実施に要する経費の支出の状況に関する事項

（5）前各号に掲げる事項のほか、甲が指定する事項

2 乙は、毎事業年度終了後30日以内に、報告事項を記載した事業報告書（別記第5）に管理業
務に係る収支決算書（様式第3号）を添付して甲に提出するものとする。

（経理の区分）

第25条乙は、管理業務の実施に係る経理については、その他の経理と区分し、別に勘定を設け
て整理するものとし、指定管理料及び利用料金その他管理業務に係る収入を独立した管理口座で
管理するものとする。

2前項の区分は、公の施設ごとに区分するとともに､当該区分したものを自主事業と自主事業以
外の管理業務とに区分するものとする。

（関係機関との連絡調整）

第26条乙は、事業計画の策定及び管理業務の実施に当たっては、関係機関との連絡調整及び協
議を緊密に行うものとする。

（1）利用調整会議甲、乙、その他関係者によって構成され、各事業年度の12月ないし2月の
期間に開催され、翌事業年度における管理施設等の利用に関する調整その他について協議され
るものとする。 ．

（2）連絡調整会議甲及び乙によって構成され、管理業務の遂行上必要に応じて開催され、管理
業務の遂行に関するあらゆる事項が協議されるものとする。

2前項の定めるところに従って開催された会議における連絡調整及び協議において、連絡調整又
は協議が整わない事項が生じた場合、甲及び乙は、 自ら解決に向けて誠実に協議するほか、関係
者間で誠実な協議が確保されるように取り計らうものとする。この場合において、当該会議開催
日から60日を経過してもなお、当該事項について連絡調整又は協議が整わないときは、甲が最
終的な妥協案を決定するものとし、乙はこれに従うものとする。

第4章管理業務の実施

第1節総則

（業務責任者の選任）

第27条乙は、管理業務に従事する従業員の中から業務責任者を選任しなければならない。
2 乙は、業務責任者を選任したときは、速やかに甲に届け出なければならない。選任した業務責
任者を変更したときも、同様とする。

3業務責任者は、指定管理者としての業務内容を十分に理解し、及び管理業務の円滑な遂行に努
めることとする。

4業務責任者の職務は、次のとおりとする。

（1）管理施設等の使用の許可に関すること。

（2）管理施設等の利用者等の安全対策に関すること。



（3）甲との連絡調整に関すること。

（4）管理業務の指導監督に関すること。

（職務代理者の選任）

第28条乙は、業務責任者に事故があるとき又は欠けたときに業務責任者の職務を代理する者と

して、業務責任者の職務代理者を選任しなければならない。

2 乙は、職務代理者を選任したときは、速やかに甲に届け出なければならない。選任した職務代

理者を変更したときも、同様とする。

（管理体制の構築）

第29条前2条に定めるもののほか、乙は、利用者の利便の向上、事故の発生の予防、事故発生

時の迅速かつ円滑な対応等が図られるよう管理業務に関し体系的な組織体制を構築するものとす

る。

（管理業務マニュアルの整備）

第30条乙は、管理業務に従事する従業員が適切に管理業務に関する職務を実施することができ

るよう、指定期間の初日までに、管理業務に関するマニュアル（以下この条において「マニュア

ル」 という。 ）を作成して、甲に届け出なければならない。マニュアルの内容を変更した場合に

ついても、同様とする。

2マニュアルは、関係法令等及び施設維持管理基準に適合するものでなければならない。

,3 甲は、乙に対し、マニュアルについて必要な指導をすることができる。

第2節使用許可業務

（遵守事項等）

第31条乙は、使用許可業務の実施に当たっては、地方自治法並びに設置管理条例及び千葉市都

市公園条例施行規則（昭和34年千葉市規則第4号。以下「管理規則」という。 ）の規定に従い、

適切にこれを行わなければならない。

2 乙は、使用許可業務の実施に当たっては、千葉市行政手続条例（平成7年千葉市条例第 4

0号）及び千葉市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成6年千葉市規則第57号）の規

定を遵守しなければならない。
』

(審査基準等の作成等）

第32条乙は、管理業務を開始する日までに、使用許可業務を実施するために必要な千葉市行政

手続条例第5条第1項に規定する審査基準及び同条例第6条に規定する標準処理期間を定めて公

にしておく'とともに、これら（同条例第12条第1項に規定する処分基準を定めた場合にあって

は、当該処分基準を含む。 ）を甲に届け出なければならない。これらの基準及び期間を変更した

場合についても、同様とする。

（使用不許可処分等の際の報告）

第33条乙は、設置管理条例第11条又は第12条の規定により、管理施設等を使用しようとす

る者に対し、使用の不許可、制限若しくは停止又は使用許可の取消しの処分をしたときは、遅滞

なく甲に報告しなければならない。

第3節維持管理業務

（監視の実施等）

第34条乙は、管理施設等の使用時間中、管理施設等を監視して、事故発生の予防に努めるとと

もに、管理施設等内の施設、設備等に異常を発見した場合は、直ちに適切な措置を講ずるものと

ノ
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ノ



する。

2 乙は、第16条に定めるもののほか、設備の保守その他の維持管理業務の遂行に必要な資格を
有する者を確保するものとする。

（維持管理の実施）

第35条乙は､事業計画書に記載する管理施設等の維持管理に関する計画(次項において「維持
管理計画」 という。 ）の内容に従い、管理施設等の点検、保守、修繕、清掃等の維持管理を実施
蔀るものとする。

2 乙は、維持管理計画に記載されていない管理施設等の修繕で費用の支出が見込まれるもの（以
下「個別修繕」という。 ）を実施する必要が生じた場合は、その旨を速やかに甲に通知するもの
とする。

3 乙は、前項の通知をした日から10日 （市の休日の日数は算入しない。 ）以内に、個別修繕計
画書（様式第4号）に当該修繕に関する見積書を添えて甲に提出して、当該修繕の実施について
甲と協議するものとする。

4前項の場合において、甲及び乙は、個別修繕の内容、実施主体、費用の負担、当該修繕が資本
的支出となる場合の資産計上の考え等について協議を行うものとし、別途個別修繕協定を締結し
た上で、甲又は乙が当該個別修繕を行うものとする。

5前2項の規定にかかわらず、個別修繕に係る費用の額が1件につき100万円以内である場合
は、乙は、第2項の通知をした後に自ら当該個別修繕を実施するものとする。ただし、甲が通知
を受けたときに反対の意思を表示したときは、この限りでない。
6 乙は、前2項の個別修繕を実施したときは、当該個別修繕の結果について、これを完了した日
から10日以内に、個別修繕実施報告書（様式第5号）を甲に提出して報告するものとする。
7前各項に定めるもののほか、乙は、管理施設等の機能の維持を図るため必要な措置を適時に講
ずるものとする。

（費用負担の確認）

第36条前条第1項の維持管理及び同条第5項の個別修繕の実施に要する費用は、指定管理料に
含まれるものとし、乙は、甲に対して別途費用を請求することができないものとする。
2前条第4項の規定により、甲がその費用を負担して個別修繕を行った結果、当該修繕に要した
費用が100万円以内であったときは、甲は、当該費用を乙に求償することができる。
3前2項に規定するほか、乙の責めに帰すべき事由により生じた維持管理又は修繕に要する費用
は、乙が負担する。

（追加工事等への協力）

第37条乙は、甲又は甲が指定する者が指定期間中に管理施設等又は本土地（埋設管・隣接地等
を含む。 ）について、追加工事、又は大規模修繕等（以下「追加工事等」 という。 ）を実施する
場合は、追加工事等が円滑に実施できるよう協力しなければならない。
2 乙は、追加工事等の実施により新たに追加された機能、物品等を、本業務の一環として適切に
管理し、その維持管理を行われなければならない｡ただし、甲が、その権原に属さないものとし
て指定した部分は、この限りでない。

3追加工事等の実施により乙に追加費用及び損害が生じた場合は､乙がこれを負担するものとし、
甲は、一切の追加費用及び損害を負担しない。ただし、当該増加費用又は損害の額が重大である
場合は、甲は、乙と協議の上、その一部又は全部を負担することができるものとする。
4前項ただし書に規定する場合において、当該協議が整わないときは、甲は、合理的な負担割合
を定めて、乙に通知するものとする。この場合において、乙は、当該通知の内容に従わなければ
ならない。

（原状変更）

第38条乙は、その費用及び責任において、管理施設等の原状に変化をもたらすような施設又は



設備の設置、模様替え、若しくは管理施設等の原状と異なる仕様の修繕等、施設又は設備の原状
を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。

第4節自主事業の実施に関する業務

（自主事業の実施）

第39条乙は、管理施設等の設置目的及び自主事業実施基準に適合する範囲内においてのみ、 自
主事業を行うことができるものとする。

2 乙は、当該事業年度の事業計画書に記載されていない自主事業を実施しようとする場合は、当

該自主事業を実施しようとする日の20日前（市の休日の日数は算入しない。 ）までに、当該自

主事業の具体的な実施計画を記載した個別自主事業実施計画書（様式第6号）を甲に提出して、
その承認を得るものとする。

（許可の取得等）

第40条乙は、 自主事業を実施するために必要な場合には、地方自治法その他の関係法令等の定

めるところに従い、 自己の費用及び責任において所定の手続を行って、所要の許可等を取得し、
及び維持するものとする。
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（使用料等の納付）

第41条乙は、 自主事業の実施に当たり、地方自治法、設置管理条例、管理規則その他の関係法

令等の定めるところに従い､自主事業の実施に伴う管理施設等の使用に係る使用料を甲に前納し、
又は管理施設等の利用料金を指定管理者としての乙に支払うものとする。

…
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（費用負担）

第42条自主事業の実施（第三者に行わせる場合を含む。 ）に要する費用（前条の使用料及び利
用料金を含む。 ）は、全て乙の負担とし、指定管理料及び利用料金を当該費用に充ててはならな
い。

第5章モニタリング

I

（モニタリングの実施）

第43条甲及び乙は、管理業務が管理運営の基準等、事業計画書及びこの協定に定める基準に適

合して実施されているかどうかを確認するため、この章に定めるところにより管理業務の実施状
況の調査（以下「モニタリング」 という。 ）を行うものとする。

（乙によるモニタリングの内容）

第44条乙が行うモニタリングの内容は、次に掲げるとおりとする。 ､

（1）第24条第1項の規定により管理業務の実施状況に関して日報として記録すること。
（2）利用者へのアンケート調査の実施

（3）管理業務の実施状況に関する自己評価の実施
一

（利用者アンケート）

第45条乙は、利用者の意見、要望等を把握し、及び管理業務に反映させるため、事業計画書に
記載した実施計画で定めるところにより、全ての利用者を対象として管理業務の実施状況につい

てのアンケート調査を実施するものとする。

2 乙は、各月のアンケート調査の結果を集計して、集計したアンケート調査の結果及び当該結果
についての乙の分析、評価等を記載したアンケート調査結果報告書を当該月の翌々月に提出する

月次事業報告書に添付して、甲に提出するものとする。

ー



3前項の規定にかかわらず、利用者の属性や利用状況等を踏まえ、各月のアンケート調査の結果

を集計する効果が低いと認められる場合は、甲乙協議の上、複数の月の調査結果をまとめて前項

のアンケート調査結果報告書を作成することができる。

4前3項に定めるもののほか、乙は、常に利用者の意見を聴取し、適切に対応するための体制を

整備しなければならない。 ．

（管理業務の実施状況に関する自己評価）

第46条乙は、月次事業報告書及び事業報告書に、管理業務の実施状況に関する次に掲げる事項
～

についての自己評価（達成の成否のほか､達成又は未達成の程度の段階評価を含むものとする。 ）

の結果を記載するものとする。

（1）管理施設等の維持管理の実施内容が施設維持管理基準に適合しているかどうか

（2）管理施設等の維持管理の実施内容が事業計画書の管理施設等の維持管理に関する計画の内容

に適合しているかどうか

（3） 自主事業の実施内容が自主事業実施基準に適合しているかどうか

（4） 自主事業の実施内容が事業計画書の自主事業の実施に関する計画及び個別自主事業実施計画

書の内容に適合しているかどうか

（5）前各号に掲げる事項のほか、管理業務の実施状況が管理運営の基準等及びこの協定に定める

基準に適合しているかどうか

（甲によるモニタリング）

第47条甲は、月次事業報告書及び事業報告書の内容を確認するほか、指定期間中、随時、乙に

対して、管理業務の実施状況（経理の状況を含む。以下この条において同じ。 ）についての説明

若しくは日報その他の管理業務に関する書類（経理に関する書類を含む。 ）の提出を求め、又は

その職員に、管理施設等において管理業務の実施状況若しくは当該書類を確認させ、若しくは利

用者その他の関係者に質問させることができるものとし、乙は、正当な理由がある場合を除き、

これに協力しなければならない。

2 甲は、前項に規定する管理業務の実施状況として確認する労働関係法令遵守状況の確認に係る

業務について委託することができる。

3第1項の規定（管理業務の実施状況として確認する労働関係法令遵守状況の確認に係る業務に

関する部分に限る。 ）は、前項の規定による委託を受けたものが受託した業務を行う場合におい

ても適用する。

（改善の指示等）

第48条甲は、乙が管理運営の基準等、事業計画書若しくはこの協定に定める基準に従って管理

業務を実施していないと認めるとき又は管理業務の適正を期するために必要があると認めるとき

は、乙に対し、理由を付して、必要な措置をとるべきことを勧告し、又は地方自治法第244条

の2第10項に規定する指示をすることができる。

第6章利用料金及び指定管理料

第1節利用料金

第49条管理施設等のうち有料公園施設の利用料金は、乙がその収入として収受する。

2 乙は、甲が別に定める日までに、設置管理条例第20条の規定により、甲の承認を得て利用料

金の額を定めるものとする。

3前項の規定により定めた利用料金の額は、指定期間中、甲が特に必要があると認める場合を除

き、変更しないものとする。

4 乙は、設置管理条例第21条及び管理規則第14条及び第15条に規定する場合以外の場合で

あっても、設置管理条例第22条及び管理規則第14条第1項第4号の規定により、特に必要が
／



｢

あると認める場合は、利用料金を減免し、又は返還することができる。この場合において、甲は、

乙に対し、その減免し、又は返還した額に相当する額の補填をしないものとする。

5 乙は、収受した利用料金の一切を記録するために帳簿を作成して、逐一記録するとともに、当

該記録を管理業務に係る事業年度終了後5年間保存しなければならない。

1

1
W 第2節指定管理料

（通則）

第50条甲は､乙に指定管理料を支払うものとし、指定管理料の額は、事業年度ごとに、次の数

式によって算出される金額を基本として、第3項の規定により別途締結する年度協定書において

確定する額とする。

X-Y

2指定期間中の指定管理料の総額は、 45， 000， 000円（消費税及び地方消費税相当額を

含む。 ）以内とする。

3第1項の規定により算出される金額を確認し、及び各事業年度の指定管理料を確定するため、

甲及び乙は、当該事業年度の4月1日に、別途年度協定書を締結するものとする。

4管理経費見込額のうち当該事業年度に使用されなかった額がある場合で、その原因が乙の経営

努力によるものでないことが明らかであるもの‘(以下この項において「不用額」 という。 ）があ

るときは、甲は、乙に当該不用額の返還を求めることができる。ただし、当該不用額が、乙がそ

の危険を負担する事由により発生したものである場合は、この限りでない。
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（月次指定管理料）

第51条指定管理料は、月ごとに支払うものとし、 1月当たりの指定管理料（以下「月次指定管

理料」 という。 ）の額は、前条第3項の規定により確定した当該事業年度に係る指定管理料の額

に12分の1を乗じて得た額とする。この場合において、当該得た額に係る端数の処理について

は、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律（昭和25年法律第61号）第3条の規定

に従い、年度協定書で定めるものとする。
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（月次事業報告書の確認）

第52条甲は、第24条第1項の規定により乙から月次事業報告書の提出があったときは、提出

があった日から10日以内に、当該月次事業報告書に指摘事項があるかどうかの確認をし、その

結果（指摘事項がある場合にあっては、その内容を含む。 ）を乙に通知するものとする。

2 乙は、甲から月次事業報告書に指摘事項がある旨の通知を受けたときは、通知を受けた日から

5日以内に、次の各号のいずれかの措置をとらなければならない。

（1）指摘事項について甲に異議を申し立てること。

（2）指摘事項を踏まえて補足、修正等をした月次事業報告書を甲に再提出すること。 や

3前項第2号の規定により月次事業報告書が再提出された場合においては、当該再提出された月

次事業報告書を第24条第1項の規定により提出された月次事業報告書とみなして、第1項の規
定を適用する。

4第2項第1号の規定により乙から異議申立てがあったときは、その取扱いについて甲乙誠実に

協議の上、その結果に基づき、速やかに、第1項の規定により月次事業報告書に指摘事項がない

旨を通知し、又は第2項第2号の規定により再提出するものとする。
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（指定管理料の支払）

第53条乙は、前条第1項の規定により月次事業報告書に指摘事項がない旨の通知を受けたとき
は､適法な請求書を甲に提出することにより当該月次指定管理料の支払を請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請求に係る月

次指定管理料を支払わなければならない。

3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第1項に規定する期間内に同項の規定による通知をし

ないときは、当該期間を経過した日から通知をした日までの期間の日数は､前項の期間(以下｢支

必期間」 という。 ）の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延日数が支払期
間の日数を超えるときは、支払期間は、遅延日数が支払期間の日数を超えた日において満了した

ものとみなす。

4第51条及び前3項の規定にかかわらず、年度協定書に定めるところにより、甲は、指定管理

料の一部又は全部を前金払又は概算払により支払うことができるものとする。

（遅延利息）

第5､4条甲の責めに帰すべき事由により、月次指定管理料の支払が支払期間内に行われなかった

ときは、乙は、遅延日数に応じ、未受領金額に対し､政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭

和24年法律第256号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率であって当該事業

年度の4月1日において適用されるものを乗じて計算した金額（その額に100円未満の端数が
あるときは、これを切り捨てるものとする。 ）の遅延利息の支払を甲に請求することができる。

ただし、計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、 この限りでない。

第7章指定の取消し等

（指定の取消し及び管理業務の停止）

第55条甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地方自治法第244条の2第11項の規

定により乙に対する指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一

部の停止を命ずることができるものとする。

（1）甲が乙に対し、地方自治法第244条の2第10項の規定により相当な期間を定めて改善措

置を講ずることを指示した場合において、当該期間を経過してもなお、当該指示に係る改善が

なされないとき。

（2）乙が管理業務の遂行を放棄した場合

（3）乙の責めに帰すべき事由により、この協定上の乙の義務の履行が不能となった場合

（4）前3号に掲げる場合のほか、乙の責めに帰すべき事由により、乙がこの協定上の義務を履行

しない場合で甲が相当な期間を設けて履行の催告を行ったときにおいて、当該期間を経過して

もなお、当該義務の履行がなされないとき。

（5）甲に提出された報告書、請求書その他の書面の重要な事項に虚偽の記載があるとき等甲から

指摘されるべき事項がある場合

（6）乙に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始のいずれかについて

乙の取締役会でその申立等を決議した場合又はその申立等がされた場合

（7）乙が支払不能又は支払停止となった場合

（8）乙又は乙の役員が、暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者である場合

（9）乙が千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領及び千葉市物品等入札参加資格者指名停止

措置要領に基づき入札指名停止措置となった場合で、その措置要件及び措置理由が管理業務を

継続する上で適当でないと認められる場合

（10）前各号に掲げる場合のほか、乙が指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと

認められる場合

2 乙は､指定管理者の指定が取り消された場合ぱ､取消しの日までの期間に係る月次事業報告書、

事業報告書その他この協定の規定により提出を要する報告書の一切を、速やかに甲に提出するほ

か、次章に規定する措置を講じるものとする。
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（指定管理料の支払停止又は減額）

第56条甲は､前条第1項各号のいずれかに該当する場合は､未払の指定管理料の支払を停止し、

又は減額して支払うことができるものとする。
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（違約金等）

第57条乙は、第55条第1項各号のいずれかに該当することにより、指定管理者の指定を取り

消されたときは、甲に対し、取消しの日の属する事業年度の管理経費見込額の20パーセントに

相当する額を違約金として、その請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。

2 甲は、第55条第1項に規定する場合において、指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停

止により乙に生じた損害を賠償する責めに任じない。

第8章指定期間の満了時等の措置

（原状回復等）

第58条乙は、指定期間が満了したとき（指定が取り消されたときを含む。以下この章において

同じ。 ）は、その費用及び責任において管理施設等を原状に回復した上で甲又は甲の指定する者

（以下「管理承継者」 という。 ）に引き渡さなければならない。ただし、甲の承認を得たときに

おける当該承認に係る部分については、この限りでない。

2 甲は､､乙が正当な理由がなく管理施設等を原状に回復しない場合は、乙に代わって管理施設等

を原状に回復するために必要な措置をとることができるものとする。この場合において、乙は、

甲の当該措置について異議を申し出ることができず、及び当該措置に要した費用を負担しなけれ

ばならない。

（業務等の引継ぎ）

第59条乙は､指定期間が満了したとき以後に管理施設等の管理引き続き円滑に実施されるよう、

甲の指示に従い､甲又は管理承継者に対して管理施設等及び管理業務の引継ぎを行うものとする。

2 乙は、指定期間が満了したときは、速やかに、指定期間が満了したとき以後の管理施設等の管

理を引き続き円滑に実施するため、管理承継者に引き継ぐことが相当であると認められる文書で

あって、乙が作成した文書管理規程に定める保存期間が満了していない保有文書及び保存期間が

満了した保有文書で廃棄をしていないものを、甲又は管理承継者に引き継がなければならない。

3 乙は、前2項の規定による引継ぎに要する費用を負担するものとする。

4 乙は、指定期間が満了したとき以後であっても、甲の求めがあったときは、第1項の引継ぎが

完了するまでの間自らの費用及び責任において管理施設等の必要最小限度の維持保全を行うもの

とする。

｛
ｆ
‐

第9章損害賠償

（甲の損害賠償義務）

第60条甲は、その責めに帰すべき事由によるこの協定上の義務の不履行により乙に損害を与え

たときは、その損害を賠償しなければならない。
~

（乙の損害賠償義務）

第61条乙は、 この協定上の義務の不履行により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しな

ければならない。ただし、当該不履行が、甲の責めに帰すべき事由又は不可抗力若しくは法令の

変更によるものである場合（第63条第1項又は第65条第1項に規定する措置をとったときに

限る。 ）は、この限りでない。

2前項の場合において、甲は、既に第57条の違約金を受領しているときは、当該損害額から受

領した違約金の額を控除した額を、損害賠償として請求することができる6



3第1項に定める場合のほか、乙は、管理業務の遂行に付随関連して、管理施設等の全部又は一
部を滅失し又はき損することその他の行為によって何らかの損害を甲に被らせた場合は、その損
害を賠償するものとする。

（第三者に与えた損害の負担）

第62条乙は、管理業務の実施に当たって、又は管理業務に管理運営の基準等の内容に適合しな
いものがあったことにより、利用者その他の第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する
､冬責任を負うものとする。

2前項の場合において、甲が当該第三者に対して損害の賠償をしたときは、乙は、甲に対し当該
賠償額の補償をしなければならない。

第10章法令の変更等があった場合の措置

’
（報告）

第63条乙は、指定期間中に法令の変更が行われた場合又はその責めに帰すべき事由によらない
で許認可等の効力が失われた場合は、次に掲げる事項を甲に報告するものとする。

（1）乙が受けることとなる影響

（2）法令の変更又は許認可等の効力に関する事項の詳細

2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、 この協定の変更その他の報告に係る事態への対
応措置について、速やかに乙と協議するものとする。

（指定の取消し等）

第64条前条の規定にかかわらず、指定期間中に法令の変更が行われた場合又は乙の責めに帰す
べき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合において、管理業務の継続が不能となった
とき又は管理業務の継続に過分の費用を要する-ときは、甲は、乙と協議の上、地方自治法第24
4条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部
の停止を命ずることができるものとする。

2 甲は、前項の規定により指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたと
きは、未払の指定管理料の支払を停止し、又は未払の指定管理料を減額して支払うことができる
ものとする。

…

第11章不可抗力

（不可抗力）

第65条甲又は乙は、不可抗力によりこの協定上の義務の履行が不能又は著しく困難となった場
合は、直ちにその旨を相手方に通知するとともに、早急に応急措置をとり、不可抗力により生ず
る損害が最小限となるよう努めるものとする。

2 甲及び乙は、不可抗力によりこの協定上の義務の履行が不能若しくしは著しく困難となった場合
又は管理施設等に重大な損害を生じた場合は、この協定の変更その他の必要な措置について速や
かに協議するものとする。

（指定の取消し等）

第66条前条の規定にかかわらず、不可抗力により管理業務の継続が不能となった場合又は管理
業務の継続に過分の費用を要する場合は、甲は、乙と協議の上、地方自治法第244条の2第1
1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命ずるこ
とができるものとする｡

2 甲は､前項の規定により指定を取り消し､又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたと
きは、未払の指定管理料の支払を停止し、又は未払の指定管理料を減額して支払うことができる

ものとする。
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第12章雑則

（地位等の譲渡等の禁止）

第67条乙は、千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例（平成22年千葉市条例
第7号。次項において「選定条例」 という。 ）第5条第1項の規定による場合を除き、指定管理
者の地位及び管理業務に関して生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ､又は担保の目
的に供することができないものとする。

2 乙は､管理業務を実施するために自己の費用及び責任において管理施設等に設備､備品等を設
置する場合は、指定期間中、当該設備、備品等を第三者に譲渡し、賃借権その他の使用若しくは
収益を目的とする権利を設定し、又は担保に供してはならない。ただし、選定条例第5条第1項
の規定により当該指定管理者としての地位を承継した者に設備、備品等を譲渡する場合は、この
限りでない。

I
1

（合併等の報告等）

第68条乙は、合併、分割その他これらに類する行為（以下「合併等」 という。 ）をしようとす
るときは、あらかじめ書面にて合併等の内容、理由及び時期、合併等により乙が受けることとな
る影響その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
2 乙は、合併等をしたときは、速やかに、合併等の事実を証する書面を添えて、その旨を甲に報
告しなければならない。

ノ

（秘密の保持）

第69条甲及び乙は、互いに管理業務に関して知り得た相手方の秘密を相手方若しくは相手方の
代理人以外の第三者に漏らし、又はこの協定の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、
関係法令等に基づき開示する場合は、この限りでない。
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（情報の公表)

第70条甲は、前条ただし書に規定する場合のほか、次の各号に掲げる書類等を公表することが
できるものとし、乙は、この公表について異議を申し出ることができないものとする。
（1）第12条の規定により乙が作成する情報の公開に関する規程
（2）この協定書及び年度協定書

（3）提案書類のうち、指定期間に属する各年度における管理施設等の管理に関する事業計画書及
‘ び収支予算書並びに乙の定款、規約その他これらに類する書類
（4）第23条第2項の規定により乙が作成し、甲が承認した事業計画書及び収支予算書‘
（5）第24条の規定により乙が作成し、甲に提出した月次事業報告書、事業報告書
（6）前各号に掲げるもののほか、乙がこの協定の規定により甲に対して報告した事項
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（計算書類等の提出）

第71条乙は、乙の事業年度終了後3か月以内に、適正な監査を受けた貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書、個別注記表及び事業報告並びにこれらの附属明細書を甲に提出するもの
とする。乙が共同事業体の場合は、各構成企業の計算書類等を甲に提出するものとする。

~

（甲による債務の負担）

第72条この協定の締結後に甲がこの協定の定めるところに従って新たに債務を負担する場合
は、甲は適用のある法令及び条例に定める手続に従って当該債務を履行し、これを支払えば足り
るものとする。

（利益の還元） ‐

第73条乙は、毎事業年度末において、剰余金（当該事業年度における自主事業の実施により得

、



られる収入(以下｢自主事業収入額｣と両う｡ )を含む一切の収入額(以下｢総収入額｣という｡ ）
が当該事業年度における自主事業の実施に係る支出額（以下「自主事業支出額」 という。 ）を含
む一切の支出額（以下「総支出額」 という。 ）を超える場合におけるその超える部分の金額をい
う。以下同じ。 ）が生じ、剰余金が総収入額の10パーセントに当たる額を超える場合には、剰
余金と総収入額の10パーセントに当たる額の差額の2分の1に相当する額を、甲に還元するも

辻

のとする。

2前項の規定にかかわらず、当該事業年度における自主事業収入額が自主事業支出額を下回る場
合は、総収入額から自主事業収入額を減じて得られる額が総支出額から自主事業支出額を減じて
得られる額を超える額を前項における剰余金とみなし、かつ、前項の「総収入額の10パーセン
ト」を「総収入額から自主事業収入額を減じて得られる額の10パーセント」に読み替えて、前
項の規定を適用するものとする。

3前2項の規定による還元の方法については、年度協定書において定めるものとする｡

~

（事業年度等）

第74条管理業務に係る事業年度は、 4月1日から翌年の3月31日までとする｡
2 この協定における期間の定めについては、この協定に別段の定めがある場合を除き、民法（明
治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによる。

（通知等の様式）

第75条この協定に関する甲乙間の請求､通知、報告、申出、承諾、解除等は、この協定に別段
の定めがある場合を除き、書面により行うものとする。

（解釈）

第76条甲がこの協定の定めるところに従って書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説
明若しくは報告を求め、若しくは受けたことをもって、甲が乙の責任において行うべき管理業務
の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。

（裁判管轄） ：

第77条この協定に関連する紛争については､千葉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

（協定の費用）

第78条この協定の締結に要する費用は、乙の負担とする。

（疑義等の決定）

第79条この協定に定める事項に関し疑義を生じた事項又はこの協定に定めのない事項について
は、甲乙協議の上、定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自その1通を保有する。
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指定管理者個人情報取扱特記事項

〉

（基本的事項）

第1 乙は､個人'l青報の保護の重要性を認識し、公の施設の管理に関する事務を処理するための個
人情報の取扱いに当たっては､千葉市個人情報保護条例(平成17年千葉市条例第5号｡以下｢条
例」という。 ）その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害すること
のないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

鼎
剥
瑚
揃
獅
靱
鯏
飼
葡
測
淵
剥
期
剣
刈
剥
凱
吋
認
測
詞
測
増
計
測
剥
州
川
４
１
Ｉ
ｑ
ｊ
４
矧
測
荊
引
…
■
制
制
斗
§
１

~

（適正な管理） 、 ′・

第2乙は､公の施設の管理に関する事務に係る個人情報の漏えい､滅失､改ざん及びき損の防止
その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2乙は、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報を適正に管理させるため、公の施設の管理
に関する事務に係る個人情報を取り扱う場合に||頂守すべき事項､｡関係法令等に基づく罰則の内容
及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等窪その必要に応
じて行わなければならない．

(複写等の禁止）

第3乙は､甲の指示又は承諾があるときを除き､公の施設の管理に関して甲から貸与された個人
情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

（作業場所の指定等）

第4乙は、公の施設の管理に関する事務の処理のうち個人情報を取り扱うものについては、当該
公の施設内において行うものとする。ただし、当該公の施設外で事務を処理することにつき、当
該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について､あら
かじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することがで
きる。

2乙は､公の施設内において当該公の施設の管理に閨する事務を処理するため個人情報を取り扱
うときは、従事者に対して､その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3乙は、公の施設の管理に関する事務を処理するために取り扱う個人情報を、当該公の施設内又
は第1項ただし書の規定により甲の承諾を受けた場所から持ち出してはならない｡

(資料等の運搬）

第5乙は､従事者に対し､個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと､電
磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他
安全確保のために必要な指示を行わなければならないの‐

(資料等の返還等）

第6乙は､公の施設の管理に閨する事務を処理するために甲から貸与され､又は乙斌収集し､若
しくは作成した個人情報が記録された資料等を､指定期間終了後直ちに甲に返還し､又は引き渡
すものとし､甲の承諾を得て行なうた複写又は複製物については､廃棄又は消去しなければなら
ない｡ただし､甲が別に指示したときiま,当該方法によるものとする。

､if... －，

（指定の取消及び損害賠償）

第7:甲はゞ次のいずれかに該当するときには､指定の取消及び損害賠償の請求をすることができ
るものとする｡

（1）公の施設の管理に関する事務を処理するために乙が取り扱う個人情報について、乙の責めに
帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えたとき

(2)前号に掲げる場合のほか､乙がこの指定管理者個人情報取扱特記事項に違反していると認め
たとき
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＜条例における罰則関係規定の抜粋＞

第1 1条実施機関は､個人情報を取り扱う事務を遂行するに当たっては､個人情報の保護に関し、
次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。

(2) 個人情報の漏えい、滅失､改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要
な措置を講じること。

(3) 個人情報の保護に閨する責任体制を明確にすること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報については、歴史的資料として保存する必要があるもの

を除き、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去すること。

2実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又
は不当な目的に使用してはならない。

3労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第

88号）第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関に派遣された者（以下「派

遣労働者」という。 ）又は派遣労働者であった者は、当該労働者派遣契約に基づく業務に関して

知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

ノ

第12条実施機関は、個人情報を取り扱う事務の委託(指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第

67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう｡ ）に公の施設(同法第244条第1項に規定

する公の施設をいう。 ）の管理を行わせ、又は公営住宅法(昭和26年法律第193号)第47条第1項

の規定により千葉市住宅供給公社に本市の設置する公営住宅若しくは共同施設の管理を行わせる

ことを含む。以下同じ。 ）をしようとするときは、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じな
ければならない。

2前項の規定は、同項の委託を受けたものが、当該実施機関の承諾を得て、受託した業務を再委
託する場合について準用する。
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第12条の2第11条第1項の規定は、前条第1項の委託を受けたもの（そのものから再委託を受

けたものを含む。第58条第2項において同じ。 ）が受託した業務(以下｢受託業務｣という。 ）を行
う場合について準用する。

2第11条第2項の規定は、受託業務に従事している者又は従事していた者について準用する。

第57条実施機関の職員若しくは職員であった者、派遣労働者若しくは派遣労働者であったもの

又は受託業務に従事している者若しくはしていた者が､正当な理由がないのに、公文書であって、

個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルであるもの(これらの全部又は－部を複

製し、又は加工したものを含む。 ）を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に

処する。 ．

1

1

1

患

謹

鴇
邸

樋

第58条前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書(その全部又は－部を複製し、又

は加工したものを含む｡)に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で

提供し、又は盗用したときは、 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2前条及び前項の規定において、受託業務に従事している者が当該受託業務に関して作成し、又

は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該受託業務に従事している者が組織的に用い

るものとして《第12条第1項の委託を受けたものが保有しているものは、公文書とみなす。
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第5g条実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人

の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、 1年以下の懲役
又は50万円以下の罰金に処する。

／

第60条前3条の規定は、千葉市外においてこれらの条の罪を犯した全ての者にも適用する。

）



戸

第61条法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む｡以下この項において ；

｜
同じ｡ ）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法
人又は人の業務に関して第57条又は第58条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ
の法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴
訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律

垂の規定を準用する。

I
第62条偽りその他の不正の手段により、開示決定に基づく公文書に記録された個人情報の開示
を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

〃

I
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別記第 1

管理施設 全

1 名称

（1）千葉市蘇我スポーツ公園スケートパーク

（2）千葉市蘇我スポーツ公園第4駐車場

（3）千葉市都市公園条例第7条第2項に規定する「市長が指定する区域」
※別紙「千葉市蘇我スポーツ公園スケートパーク等指定管理区域図」及び「千葉市蘇我スポーツ
公園スケートパーク及び第4駐車場位置図」参照

2所在地

千葉市中央区川崎町3番2外

構造、規模、主な設備3

（1

Lノ

(2“
珊
捌
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鍛
＃
囎
附
乳
側
冊
懲
臘
側
諏

吟
‐

所在地 千葉市中央区川崎町3番2

開設 令和4年4月1日

施設

施設内容：

･敷地面積約2

･競技種目

， 500㎡（舗装部約2, 000㎡）

スケートボード、 BMX、インラインスケート等

･セクション（構造物）

クオーターランプ3基(4ft2基･5ft1基)、バンク1基(4ft)、

バンクSl基、バンクtoバンク複合1基、バンクtoバンク1基、

ファンボックス複合1基、 マニュアルパッド1基、

レール3基(H=150、H=200,H=350)、手すり 1基、

カーブボックス2基、ファイアーレーン1基

｡附属施設等

休憩舎（ベンチ付） 1か所、外灯2基、 コンセントボックス2か所
※管理事務室は、隣接するフクダ電子ゴルフパーク管理棟を使用する。

開場時間 午前9時から午後7時まで

休場日 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日）

所在地 千葉市中央区川崎町

開設 令和4年4月1日

施設

･第4駐車場

面 積： 11,500㎡（うち今回引き渡し6,127㎡）

植栽面積： うち2,973㎡（うち今回引き渡し2,013㎡）
駐車台数：303台

J

※出入口は、当面の間は第1、第2駐車場と共通とする。 ．

開場時間 午前8時30分から午後9時30分まで

休場日 年末年始（12月29日から翌年の1月3日までの日）
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次年度事業計画書

次年度事業計画書に記載する事項

1 基本的事項
（1）基本方針
（2）法令順守
（3） リスク分担
（4）保険の加入

2管理業務の実施体制
（1）組織図
（2）業務責任者、職務代理者
（3）バツクア‘ツプ体制
（4）関係機関との連絡調整
（5）再委託業務

3管理運営計画
（1）供用日、供用時間
（2）利用料金、減免等
（3）使用許可業務
（4）その他運営業務

4維持管理計画
（1）建築物維持管理
（2）建築設備維持管理
（3）什器・備品等維持管理
（4）外構施設維持管理
（5）清掃

（6）環境衛生管理
（7）保安警備(夜間の機械警備含む）
（8）植栽維持・公園園地管理 、
（9）その他維持管理
（10）各種修繕計画

5 自主事業実施計画

6 モニタリング実施計画
（1） 自己評価
（2）利用者アンケート

ｰ、

ノ
ー､.～／

１

7事業報告

（1） 日報
（2）月次報告
（3）事業報告
（4）アンケート実施報告



手

様式第1号

様式第1号（収支予算見積害）

管瞑痙豈裳務の収支内訳雪( 年度｡ 』

戸

※1 次の例を参考に記駁してください。

人件費｡ ｡ ･ ･ ･ ･報酬、貢金､手当など（社会保険料福利厚生費など客室函一切のもの）
駆務費･管理費･ ･消耗品費､食眼費､印刷製本費､彌信;電概賢､施股管理費､清掃費、

設臓櫻器管理費､保安整備費など(再壹詑分は除く）
委駝費･ ･ ･ ･ ･ ･再委託に要する費用

※2労働時間によって賞金を算定する脳員については､ 1時間当だりの単価を明示してください。
※3必要に応じて小区分を設定しても桐いません。
※4管理に係わる侭品経費=備品閥入賢一令和7度末残存価格
※5当咳様式で応ﾛ輻の収支予算見椙召も作成してください。

様式第1号（収支予算見積書）

自主事業の収支内訳雪（ 年度． ）

【自主事業名】

人件費･ ･ ･ ･ ･ ･報副I,賃金､手当など(社会保険料､福利厚生費などを含む一切のも
の）

事務費･管理寅・ ･消耗品費､食膿賓､印刷製本費､通信運搬費､施設管理費、
清掃費、設備機器管理費、保安警備費など（再季詫分は除く）

委託費・ ・ ・ ・ ・ ・再委託に要する費用
※2必要に応じて小区分を設定しても栂いません。

※1 使用料・ ・ ･自主事芸により市に支払う占用料など
事葉費･ ･ ･自主＝業による出演料など

利用料金･ ･ ･自主事業により支払う当該施設の利用料金
※2当咳様式で施設毎の収支予算見積雷も作成してください。

自

－ 内 訳 合計金額（千円）

1A)収入合計

①市からの指定管理料

I用料金収入

項
目

I

～ 区 分 積算内訳 合計金額（千円）

項
目

駆務費・管

理賓

細償賢

旅費

肖耗品費

食糧費

印刷製本費

煙料買

光熱水寶

痛僖邇閣費

手数料

保険料

公謀費

施股管理費

五
局

と
〃 掃賢

股晴槻器菅理費

保安琶備費

修絹費

間握費

委既費

白話清掃､定期清掃等

昇降鰹､電気股院､放送股傭､空廻聡喘、大
型映像､散水設備､自動ドア、監視股鴎等

巡回葉務、機械蜜備等

鰯 理Iこ係る傭 吊購入費

項
目

一 犢頁内訳 合計金額（千円）

旧)支出合計

＄
ゴ
ー
Ｌ 昏理運営費

〆
項
目
人件費

（配入例）

・常勤職f

職員A

職員B

･賞与

年間支糸

・瞳員

手当

●●●円

年俸●●●●円･･･

数●●ヶ月･･･

名称単価×対象数×支蛤月頤=●●円
･非常勤

職種

職員給与

人数×年顧=●●円

内 訳 合計金額(干円）

(A)収入合計

項
目

積 算 内 訳 合計金額(千円〕

項
目

委託費

便用料

雇業費

利用料金

↑
‐

収支㈲－旧）

積 算 内 訳 合計金額（千円）

(B)支出合計

項
目

人件費

事務費･管理費

(記入例）
･常勤園員報酬

職員A年俸●●●●円
職員B年俸●●●●円…

･賞与

年間支給月

･職員諸手当

数●●ヶ目･･･

手当名称単価×対象数×支給月額=●●円
･非常勤職員給与
･職種人数×年額=●●円

･旅費交通費

･研修費

･消耗品貢

･器具什器費
･印刷副本費

･･･等

知



、

別記第3

聿
冒画計業事

事業計画書に記載する事項
‐

1基本的事項

（1）基本方針
（2）法令順守
（3） リスク分担
（4）保険の加入

ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

2管理業務の実施体制
（1）組織図

（2）業務責任者、職務代理者
（3）バックアップ体制
（4）関係機関との連絡調整
（5）再委託業務

）

3管理運営計画

（1）供用日、供用時間
（2）利用料金、減免等
（3）使用許可業務
（4）その他運営業務

、

4維持管理計画

（1）建築物維持管理
（2）建築設備維持管理
（3）什器・備品等維持管理
（4）外構施設維持管理
（5）清掃

（6）環境衛生管理
（7）保安警備（夜間の機械譽
（8）植栽維持･公園園地管理
（9）その他維持管理
（10）各種修繕計画

(夜間の機械警備含む）

’

5 自主事業実施計画
●

6モニタリング実施計画

（1） 自己評価
（2）利用者アンケート

7事業報告

（1） 日報

（2）月次報告
（3）事業報告

（4）アンケート実施報告
1

1

1

1



様式第2号

橇式第2号（収支予算屋）

※1 次の例を参考に記載してください｡
人件費｡ ｡ ･ ･ ･ ･報酬賃金､手当など（社会保険料､福利厚生費などを含む一切のもの）
寧務費･琶理賓・ ･消耗品費､食曜費､印刷製本費､通信運搬費､施股管理費､清掃費､

梁暗槻器管理費､保安謹侭費など（再委配分は除く）
委託費。 ｡ ･ ･ ･ ･再委託に要する費用

※2労働時間によって賃金を算定する職員については、 1時間当だりの単価を明示してください｡
※3必要に応じて小区分を設定しても桐いません。
※4管理に係わる晴品経費=晴品隔入賢一令和7度末残存価格
※5当咳様式で施股毎の収支予更雷も作成してください｡

禄式第2号（収支予算書）

自主事業の収支内訳雷（ 年度。 ）

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費｡ ｡ ･ ･ ･ ･報酬､賃金､手当など（社会保険料福利厚生費などを含む一切のも
の）

軍務賛･管理費･ ･消耗品費､食胴費､印刷製本費､通僖運搬費､施設管理費､
渭掃費、設備槻器管理賢､保安警備費など(再委託分は除く）

委託費｡ ｡ ･ ･ ･ ･再委託に要する費用
※2必要に応じて小区分を設定しても桶いません｡

※1 便用料・ ・ ･自主事業により市に支払う占用料など
車桑費･ ･ b自主享菫による出演料など
利用料金・ ・ ･自主事葉により支払う当骸施設の利用料金

※2当咳椴式で施設毎の収支予算雷も作成してください｡

～‐ 区 分 預算内訳 合計金額〔千円）

項
目

事務費・管

哩賢

報償費

旅費

肖耗品費

食浪費

印刷製本費

蛎料費

光熱水費

翔恒揮柵費

手数料

保険料

公喋賢

箙R9冑理費

清掃費

ー、

股備握諸管理費

保安塑備費

修繕費

間接費

委託費

#

日常清掃、定期清掃等

昇降概､電気股備､放課需備､空鯛股陶､大
型脾l愛、散水股喧､自動ドア、監視股備等

巡回藁務､機械琶侭寺

②管理に係る備品購入費

項
目

一 内 訳 合計金額(千円)

(A)収入合計

①市からの指定管理料 一

曇 』用料金収入 『

項
目

－一一一一一一一一一一 積算，内訳 合計金額(千円）

旧)支出合計

〔T)管踵潭蛍賢

項
目
人件費

（記入例）

・常勤扇員眼醐l

圃員A年俸●

歳員目年俸●

●●●円

●●●円･･･

・賞与
年間支給月数●●ケ目･･･

･歴員賭手当
手当名称単価×対象数×支給月甑=●●円
･非篭勤職員給与
職腫人数×年顧=●●円

頑 算 内 訳 合圓十金額（千円〕

項
目

委託費

使用料

車婁費

利用料金

↑
‐

収支間-(B）

内 訳 合計金額(千円）

(帥収入合計

項
目

積 算 内 訳 合：十金額（千円）

(B)支出合計

項
目

人件費

寧務費・管理費

(記入例）
･常勤職員報酬'
職員A年俸●●●●円

職員B年俸●●●●円…
・賞与

年間支給月
・職員諸手当

数●●ヶ月･･･

手当名称単価×対象数×支給月額=●●円
･非常勤園員給与
職種人数×年額=●●円

･旅費交通費

･研修費

･消耗品費

･器具什器費

･印刷製本費．
･･･等
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調次事業報告書に記載する事項

1 管理業務の実施状況に関する事項

（1）建築物維持管理業務実施状況

（2）建築設備維持管理業務実施状況

（3）什器・備品維持管理業務実施状況

（4）外構施設維持管理業務実施状況

（5）清掃業務実施状況

（6）環境衛生管理業務実施状況

（7）保安警備業務実施状況

（8）植栽維持・公園園地管理業務実施状況

（9）その他維持管理業務実施状況
（10）光熱水費等の支払事務代行実施状況

(11)各種修繕実施状況

４

へ″

宙

０

４

「

“

’

・

１

１

2管理施設の利用状況に関する事項

（1）利用者数.利用件数・利用日数・利用時間

（2）減免利用状況

（3）利用制限実施状況

（4）不利益処分状況

（5）事故報告

へ

、

3利用料金その他の収入の状況に関する事項

（1）利用料金収入状況

（2） 自主事業収入状況
、イ

4管理業務の実施に要する経費の支出の状況に関する事項
（1）経費支出状況

5 自主事業に関する事項

（1） 自主事業実施状況

（2）受託事業実施状況

6モニタリングに関する事項

（1）利用者アンケート実施状況

（2） 自己評価の実施状況

（3）業務改善状況
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事業報告書に記載する事項

1管理業務の実施状況に関する事項

！ （1）建築物維持管理業務実施状況

（2）建築設備維持管理業務実施状況

（3）什器・備品維持管理業務実施状況

i (4)外構施設維持管理業務実施状況

（5）清掃業務実施状況

； （6）環境衛生管理業務実施状況

i (7)保安警備業務実施状況

（ （8）植栽維持･公園園地管理業務実施状況

‘ （9）その他維持管理業務実施状況

I10)光熱水費等の支払事務代行実施状況

(11)各種修繕実施状況

2管理施設の利用状況に関する事項

（1）利用者数．利用件数・利用日数・利用時間

（2）減免利用状況

（3）利用制限実施状況

--（4）不利益処分状況

（5）事故報告

‘3利用料金その他の収入の状況に関する事項

！ （1）利用料金収入状況
I ‐

i (2)自主事業収入状況

14 自主事業に関する事項

l (1)自主事業実施状況

｛ （2）受託事業実施状況

5モニタリングに関する事項

（1）利用者アンケート実施状況

（2） 自己評価の実施状況

（3）業務改善状況
I

I
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〉
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禄式第3号(収支決算害）

痙亜＝－琶里弦柄1m＝mgp室r 圧硬． 〕

※1 次の剛を参考に記載してください｡
人牌罫壼盲.了彌副､~寅蓋手当など〔社会保険週罎到厚生置墓どを富む一切のもの）
事務費･管理費･ ･消耗品費､食咽費､印刷製本費､･通信運搬費､施設官埋賓､肩悔貢、

鴎億蝿器管理費､保安塑侭費など(再委配分は除く)
委庇費。 ｡ ・ ・ ・ ･再委託に要する費用

※2労働時間によって賃金を算定する職員については、 1時間当たりの単価を明示してください｡
※3必要に応じて小区分を股定しても構いません｡
※4管理に係わる隔品経費=備品陽入賢一令和7度末残存価格
※5当該様式で施股毎の収支決算吾も作成してください｡

一一一一一一一一一一一 内 訳 己6T帝員同kT同ノ

(△） lⅣ入舎R＋

1

②

市からの褐定管理料

11用料金収入

項
目

～ 区 分 楓算内訳 合§十金額（千円）

項
目

夢務賢・旨

厘賓

報償費

旅費

消耗品費

食湿賓

印刷製本費

懲料費

光熱水費 ．

痛信翻齢費

手数料

保険料

公繰費

施設管理費

渭掃費

設臓樫器琶理費

保安竪踊費

修錨費

間接費

芸配費

日常清掃､定期清掃等

昇降榎､電気股侭､放送設侭､空鯛設虜､大
型映像､散水股嗣､自動ドア､監視設傭等

巡回業務、掘械琶備等

垣パ 揮に係る備品購入賀 ’

項
目

一 頓巨内訳 合計金額（千円）

(日支出合計

①旨揮撞豈費

項
目
人件費

(配入例）
･常勤職員報酬
躍員A年俸●●●●円

匿員B年俸●●●●円･･･
･賞与

年間

･砲員

手当

･非富

蹴種

支給月数

諸手当

●●ヶ月･･･

名称単価×対象数×支給月額=●●円
勤職員給与

人数×年顧=●●円

〆

様式第3号（収支決算誉） ．

自主事業の収支内訳書（ 年度。 ）

１
ｊ

※
の

｢白学菫輩曇1

次の例を参考に記載してください｡
人件費｡ ｡ ･ ･ ･ ･報酬､賃金､手当など（社会保険料､福利厚生費などを含む一切のも ※1 使用料･ ･ ･自主事藁により市に支払う占用料など

亭菫費・ ・ ･自主事業による出演料など
事務賓・管理賓・ ･消耗品費､食糎費､印刷製本費､通信運搬費､施設管理費､ 利用斜金・ ・ ･自主事業により支払う当該施股の利用料金

清掃費、段備機器管理費､保安警蛎費など(再委託分は除く） ※2当該様式で施股毎の収支決算書も作成してください｡
委託費｡ ｡ ･ ･ ･ ･再委託に要する費用

ﾆ ｰ 凸一一.一 △ﾛ .一一一■－"且一■凡一■一一今面ロ ､→一止

積 算 内 訳 合昌十金額（千円）

項
目

委託費

使用料

事菜費

利用料金

／可 ク
′‐

収支㈲-(日

内 訳 門丙I而覗､ I U』』

(A)収入合計

項
目

積 算 内 訳 合計金額(千円）

(B)支出合計

項
目

人件費

軍務費・管理費

(記入例）
･常勤職員報酬
職員A年俸●●●●円
職員B年俸●●●●円･･･

･賞与

年間支給月数●●ヶ月･･･
･職員諸手当
手当名称単価×対象数×支給月額=●●円
･非常勤蹴員給弓
騒種人数×年額=●●円

・旅費交通費

・研修費

・消耗品費

・器具什器費

・印刷製本費

･･･等



ト

様式第4号

年 月 日

(あて先）千葉市長

所在地

名 称

代表者氏名

個別修繕計画書

次のとおり関係図書を添付して、提出します。

1公園施設の名称

、

2修繕箇所

3修繕理由

戸

_ソ

4修繕内容

（1）施工期間

（2）施工方法

5修繕実施中に必要な措置

（1）安全対策

（2）利用者等への周知方法等

6添付資料

（1）見積書

（2）現況写真，
（3）図面等

～



~~一

I

様様式第5号

年 月 日

（
(あて先）千葉市長

所在地

名 称

代表者氏名

~

個別修繕実施報告書
）

／

次のとおり関係図書を添付して、報告します。

1
1公園施設の名称

庁
／
』

2修繕箇所
ｒ
『
し

I

と

3修繕実施内容

（1）施工期間

（2）施工方法

（3）施工状況

4〆

I

4修繕実施中に取った措置

（1）安全対策

（2）利用者等への周知方法等

I Ｐ
Ｌ
Ｑ

5添付資料

（1）竣工写真

（2）完成図等

1

｜
h

I

ノ

’
1

’

へ



様式第6号

年 月 日

(あて先）千葉市長

所在地

名 称

代表者氏名

実施計画書個別自主事業

召

次のとおり関係図書を添付して、提出します。

1施設の名称

2事業名

3実施目的及び理由

4事業の内容

（1）実施時期

（2）実施場所

（3）実施方法（運営体制等）

（4）料金設定

5 その他

（1）現地での管理施設利用者への対応

（2）周知方法等

←
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